
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                     

一 

○
福
島
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

　則                                                                         

一 

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲 

　を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                           

三 

　訓

　令 

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令                                     

三 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事

務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
十
月
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
規
則
第
七
十
号 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

十
六
条
第
四
十
四
号

中
「
確
認
」
を
「
中
間
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
四
十
六
号
⑵
中
「
第
一

(66)

条
第
五
項
」
を
「
第
一
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
十
七
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

(22)

　第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理 

(23)
附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
七
十
一
号 

　
　
　福
島
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
（
令
和
六
年
福
島
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　目
次
中
「
第
三
章

　特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
規
制
（
第
二
十
一
条
︱
第
三
十
四
条
）
」 

　「
第
三
章

　特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
規
制
（
第
二
十
一
条
︱
第
三
十
四
条
） 

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め 

　
　第
四
章

　雑
則
（
第
三
十
五
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」

　
　

 

る
。 　本

則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

　
　
　第
四
章

　雑
則 

　（
法
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
） 

第
三
十
五
条

　省
令
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
及

び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
第
八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
証
明
書
交
付
申
請
書
（
第
十
七
号

様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　第
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                      

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                       

第１７号様式（第３５条関係） 
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第 88 条の規定に基づく証明書交付申請書 

 
                                 年   月   日 
福島県知事 

 
〒 

住  所 
申請者 

氏  名 
                 

（連絡先                ） 
 

建築基準法第６条第１項（同法第 88 条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定
による確認又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第３条第１項の認定を申請したいの
で、次のことについて宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面の交
付を申請します。 

建築（建設）敷地の所
在・地番・地目・地積

所在・地番 
 
地目：        地積：    ㎡ 

該 当 条 文 宅地造成及び特定盛土等規制法 
□第 12 条  □第 16 条  □第 30 条  □第 35 条 

区 域 区 分 □宅地造成等工事規制区域  
□特定盛土等規制区域 用途地域 

 

許可等の年月日及び番号 年  月  日    第   号（    ） 

建 築 （ 建 設 ） 計 画 
の 概 要 

造成等行為 □有   □無 （         ㎡） 
用 途  

敷 地 面 積 （実測） 

工事の種別  

そ の 他  
※ 上記の建築計画については、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合することを証明します。 

年  月  日 
福島県知事      印 

 
 
（注）１ 申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏

名を記載すること。 
２ ※印の欄は、記載しないこと。 
３ 該当する事項（□印）にレ印を付けること。 
４ 添付書類：建築確認申請書の写、位置図、登記事項証明書、公図、建築計画概

要書、配置図、平面図、立面図（土地の造成計画が確認できるもの）、 
敷地求積図（土地の全面積、盛土又は切土をする土地面積）、 
その他必要書類 

５ 提出部数：正副各一部 

令和 6 年10月8日　火曜日 福 島 県 報 号外第58号 2
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
七
十
二
号 

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
東
北
労
働
金
庫
の
項
中
「
、
郡
山
東
支
店
」
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
訓

　
　令 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
訓
令
第
十
三
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本

　庁

　機

　関

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　出

　先

　機

　関

　

 

　福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　令
和
六
年
十
月
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　
　
　福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

　福
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　別
表
第
二
の
８
の
表
都
市
総
室
の
部
都
市
計
画
課
の
項

の
⑵
中
「第

１
条
第
５
項

」
を
「第

１
条

10

第
６
項

」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
十
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 
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